
 

令和５年４月から新しい納付方法が増えました！ 

払込取扱票の「eL-QR」(二次元バーコード)を読み取ることで以下の支払い方法が可能です！ 

・インターネットバンキングからの振込  ・銀行口座からの日付を指定した振替(ダイレクト納付) 

・クレジットカード決済         ・スマホ決済アプリ 

※「eL-QR」対応の金融機関では、福島町の指定・収納代理金融機関以外でも、窓口納付ができます。 

１ 「eL-QR」利用で納付できる税目 

 ①個人町道民税（普通徴収）  ②固定資産税  ③軽自動車税（種別割）  ④国民健康保険税 

2 利用方法 

 〇地方税共同機構が運営する「地方税お支払サイト」へアクセス 

〇各種スマホ決済アプリの場合は、アプリで「eL-QR」を直接読み取り 

【地方税お支払サイト】 

 利用可能な金融機関、スマホ決済アプリは下記URLまたは右記の二次元バーコード 

 から HPにアクセスしてご確認ください。 

 URL 【https://www.payment.eltax.lta.go.jp】 

3 「eL-QR」、「eL番号」（納付書番号）、バーコードの位置 

  

 

４ 注意事項 

 （１）納税通知書に同封の払込取扱票に「eL-QR」、「eL番号」が記載されております。 

   紛失や口座振替取りやめなどにより再発行された払込取扱票には「eL-QR」が記載されません。 

   そのため、再発行の場合は、各種スマホ決済アプリの利用ができません。 

   ※令和５年４月１日以降に発行された払込取扱票すべて（再発行も含む）に「eL 番号」は記載されますので、クレジットカード 

払い、インターネットバンキング、口座振替（ダイレクト納付）の利用は可能です。 

 （２）「地方税お支払サイト」、「スマホ決済アプリ」で納付すると領収書は発行されませんので、軽自動車税の車検用納税証明書や 

確定申告など、領収書が必要な場合は、払込取扱票裏面に記載の金融機関等の窓口で納付してください。 

 （３）納付手続きを済ませてから納税証明書の発行が可能となるまでには、１週間から１０日ほどを要する場合があります。 

   お急ぎの場合は、払込取扱票裏面に記載の窓口にて納付をし、領収書を必ず持参のうえ、ご来庁ください。 

（4）通信料、システム利用料（クレジット手数料）は利用者様にご負担いただきます。 

  ※福島町の収入になるものではありません。 

 

 

【お問い合わせ先】 福島町役場 町民課徴収係 ☎0139-47-4683 

① eL番号(納付書番号) 

② eL-QR(二次元バーコード) 

③ バーコード 

※内容によっては①②③の一部のみの記載になります。 

③ 

① 

② 

福島町からのお知らせ 


